
1 

 

日本栄養士会・日本在宅栄養管理学会認定 

2025年度（第 8回）在宅栄養専門管理栄養士試験実施要項 

 

 

在宅栄養専門管理栄養士試験は、①受験資格審査 ②症例および筆記試験の審査・採点により合否が

判定されます。 

申請にあたっては本要項に従い、以下に記載する書類を提出して下さい。 

 

１．申請・認定要件 

（１）日本国の管理栄養士免許を有し、管理栄養士として優れた人格と見識を備えていること。 

（２）日本栄養士会および日本在宅栄養管理学会の会員であること。 

（３）公益社団法人日本栄養士会特定分野認定制度 一般社団法人日本在宅栄養管理学会認定「在宅

訪問管理栄養士」の取得者であること。 

（４）以下の認定条件を満たしていること。 

①管理栄養士を取得後 5 年以上の実務経験を有し、日本栄養士会特定分野認定制度 日本在宅栄

養管理学会認定「在宅訪問管理栄養士」を取得し、かつ在宅療養者に関わる栄養管理に通算 3 年

以上従事していること。 

②日本栄養士会および日本在宅栄養管理学会が指定する研修（以下、「在宅栄養専門研修」という。）

の履修を必須とする。 

③在宅療養者の栄養管理に関する実績として、厚生労働大臣が定める特別食が必要と認めた者等へ、

医師の指示に基づき栄養管理を実施したうち、下記1～3分野のうち 2分野以上で 5症例を提出し、

審査に合格すること。 

１）摂食嚥下機能低下 

２）慢性腎臓病（CKD） 

３）がん 

※なお、在宅訪問栄養食事指導実施・実践症例検討報告レポート内容と同様のものは認めません。 

④在宅医療および関連する栄養分野の学術集会・地方会または関連する研究会等において、在宅栄

養管理に関する筆頭発表又は筆頭論文を過去 3年間のうち 1回以上有すること。 

 

２．申請期間 

  2025年 10月 1日（水）～2025年 10月 20日（月） 

・上記の申請期間内に、日本栄養士会ホームページのマイページより、オンライン申請を行って 

ください。 

 

３．オンライン申請登録 

＜申請登録事項＞ 

会員情報の他、以下の事項を登録していただきます。 

・最終学歴 

・職務経歴：実務経験 5年以上を示すこと 
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＜アップロードする申請書類等＞ 

以下の書類等を PDF形式でアップロードしていただきます。指定の様式以外は、スキャンもしく

はコピー等の上、ご提出ください。 

（１）管理栄養士登録証または免許証 

（２）在宅訪問管理栄養士認定証 

（３）在宅療養者に関わる栄養管理業務に従事した証明書（様式 1） 

（４）在宅栄養管理に関する筆頭発表（抄録のコピー）、もしくは筆頭論文（掲載論文のコピー）の記録 

（５）在宅療養者に関する栄養管理の症例： 5例（指定の症例報告様式） 

※指定の症例報告様式は、申請者へ送付します。以下に記載のお問い合わせ先まで、メールにてご連

絡ください。なお、事前許諾なしに、複製、改変、転載等の行為は一切禁止します。 

（６）在宅栄養専門研修修了の記録 

 

＜受験料の支払＞ 

 受験料 16,500円（税込） 

・オンライン申請サイトを参照ください。なお、受験料の支払いに係る手数料については、申請者

においてご負担願います。 

・支払方法は、クレジットカード決済のみとなります。 

 

４．申請書類記入上の注意事項 

□ 在宅療養者に関わる栄養管理業務に従事した証明書（様式 1） 

・枠内に漏れなく記入し、□欄は該当するものに   する 

・施設長の証明を受けること。公印がない場合は施設長の自署と認印でも可 

・書き損じた場合は訂正箇所を二重線で消して訂正し、施設長の訂正印を押印する 

・2つ以上の施設に勤務したことを証明する必要がある場合は、用紙を必要部数コピーのうえ、各々記

入し、それぞれの施設長の証明を受ける（氏名、公印または自署捺印） 

□ 在宅療養者の栄養管理に関する実績 5症例（指定の症例報告様式） 

・指定様式に記載した 5症例を提出する。 

□ 在宅栄養管理に関する筆頭発表（抄録のコピー）、もしくは筆頭論文（掲載論文のコピー）の記録 

・過去 3年間のうち 1回以上を提出する。 

・発表年度、学会名等が記載されているものを合わせて提出する。 

・今年度内に発表予定の場合は、その受付が確認できる書類を提出する。 

□ 在宅栄養専門研修修了の記録 

・専門研修修了証または、日本栄養士会ホームページのマイページの研修会受講履歴より専門研修

の「出席」がわかる箇所を提出する。なお、専門研修修了の有効期限 3年間であることを確認。 

 

５．受験のご案内 

受験資格審査で「資格あり」と判定された場合は、11 月中旬までに別途本人へ受験のご案内をい

たします。なお、11月 25日（火）までに届かない場合には事務局へお問い合わせください。 
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６．筆記試験について 

日時：2025年 12月 7日（日） 

開催形式：オンライン 

※ カメラ付き PCによる受験となります。事前の準備が必要です。 

※ 開始時間や試験サイト等の詳細は、受験のご案内にてお知らせします。 

 

７．合否判定および通知 

・最終合否判断については、筆記試験、症例報告、オンラインライブ研修での演習態度（発言・グループ

ワークにおける態度等）を含めて評価します。 

・合否結果については、2026年 3月に結果を申請者本人へ通知します。 

 

８．認定登録手続き 

＜登録料の支払＞ 

 登録料：16,500円（税込） 

・合格した者で本制度の認定を希望する者は、合否通知時にご案内の内容を確認の上、手続きを

行ってください。 

 

９．認定者名簿の公表 

在宅栄養専門管理栄養士の認定者名簿は、日本栄養士会ホームページへ掲載します。 

 

１０．その他 

（１）審査に関する情報開示 

試験問題およびその解答、認定にかかる審査委員等については、一切公表しません。また個人の試

験得点の開示も行いません。 

（２）個人情報保護方針 

 「公益社団法人日本栄養士会 個人情報の保護に関する基本方針」に準じます。 

（３）各種通知書類送付先 

当該認定に係り郵送物がある場合には、日本栄養士会マイページに登録の「自宅住所」へ送付しま

す。 

（４）その他 

   既納の受験料及び登録料はいかなる理由があっても返還いたしません。 

 

１１．お問い合わせ先 

公益社団法人 日本栄養士会事務局 在宅栄養専門管理栄養士担当 

〒105-0004 港区新橋 5-13-5 新橋MCVビル 6階 

TEL：03-5425-6555  E-mail：jda-research@dietitian.or.jp  


